
 
  

一戸町公共施設等総合管理計画 概要版
本町では、昭和 40 年代から 50 年代には、学校教育系施設や公営住宅などに代表される公共建築物や、道路・橋り

ょう・上水道などのインフラ資産など、平成３年以降 10 年間は国の総合経済対策による町民文化施設や道路、下水道

のインフラ資産など町民ニーズに合わせた公共施設等を整備してきました。 

現在、これらの公共施設等は老朽化が進み、間もなく建替や大規模改修の時期を迎えることから、修繕や更新が集中

し、多額の費用確保が必要となることが予測されます。 

一方、社会保障費をはじめとした経常経費の増加に伴う財政の硬直化、地方交付税や国庫支出金など依存財源の縮減

もあり、今後の厳しい財政状況が見込まれる中で、どのようにして適正に公共施設等を維持更新していくかが課題とな

っています。 

このような中、東日本大震災以降、災害時における公共施設等の機能確保の必要性が再認識され、町民の安全確保の

ためには、保有または管理する公共施設等の維持・更新が必要不可欠な状況であるとともに、社会情勢の変化に伴う新

たな公共サービスに対する財源も確保していく必要があります。 

こうした状況を踏まえ、本町では、公共サービス・施設等の規模の適正化、公共施設等の効率的な施設管理及び有効

活用による公共施設等の全体最適化を図ることで、真に必要とされる公共サービスの提供を維持・確保していくため、

一戸町公共施設等総合管理計画を策定するものです。 

■人口推計 
本町の人口は昭和55年には２

万861人でしたが、平成22年の
国勢調査では１万４,187人とな
り、30年間で約32%減少してい
ます。 

国立社会保障・人口問題研究所
の人口推計では、平成52年には
7,504人となり、平成22年と比
較すると約6,600人、率では約
47.1%減少すると予測されてい
ます。 

年齢別の人口構成については、
年少人口(0～14歳)と生産年齢
人口(15～64歳)が減少する一
方で、老年人口(65歳以上)は増
加しており、平成22年には年少
人口は10%を下回り、平成52
年には老年人口が49%を上回る
見通しとなっています。 
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町の歳出は平成 23 年度から平成 27 年度まで平均

86.2 億円前後です。高齢化による扶助費は増加傾向にあ

り、今後、投資的経費に充当される財源の確保が厳しく

なるものと見込まれます。 

■財政状況 
 

 

町の歳入は、平成23年度から平成27年度まで平均約

89.5億円前後です。主な自主財源である地方税は14.7

億円程度で推移していますが、今後の人口減少に伴う地

方税の減少が懸念されます。 
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■現状や課題に関する基本認識と考え方(３つの課題と３つの視点) 

本町の人口は、平成 22 年の 14,187 人

から平成 52 年には 7,504 人まで減少する

と推計され、人口減少と少子高齢化がこれま

で以上に進行するものと思われます。 

人口構成の変動による町民ニーズへの変

化に対応するため、適正な公共施設の総量や

規模、機能の再編成を検討していく必要があ

ります。 

本町の公共建築物のうち、建築後 30 年以

上経過した延床面積の割合は 52.5％です。 

現在の投資に充当している財源では、大規

模改修・建替え等を継続することが困難な状

況が見込まれており、町の財政、行政サービ

ス（機能維持）に重大な影響を及ぼす可能性

があります。 

このような状況を回避するためには、総量

を縮減するとともに、大規模改修・建替え等

に係る年度毎の費用を平準化させ、中長期的

な視点による計画的・戦略的な公共施設の再

編成・管理に取り組んでいく必要がありま

す。 

本町の財政状況は、今後の生産年齢人口減

少に伴う税収の減少、高齢化社会の進行、障

がい者福祉の充実に伴う扶助費の増加等に

より、財政状況は一層厳しくなるものと予想

されます。 

また、公共施設等の維持・更新費用が今後

40 年間で年平均 29.4 億円の費用が必要と

なると推計されたことから、限られた財源の

中で、効率的な公共施設の維持管理及び運営

を行い、施設の機能維持を図っていく必要が

あります。 

課題１． 

人口減少・少子高齢化社会への対応 

課題２． 

公共施設の大規模改修・建替え等への対応 

将来の人口動向や財政状況を踏まえ、施設総量（延床面積）の縮
減、公共施設のコンパクト化（複合化・集約化、廃止及び取壊し等）
により、「供給量の適正化」を図ります。 

① 機能の複合化等による効率的な施設の配置  
住民サービスを継続する上で廃止できない施設（義務的な施設）は、

周辺施設の立地や利用者状況を踏まえながら、機能の複合化や更新等
により、効率的な施設の配置及びニーズの変化への対応を検討します。

 
② 施設総量の適正化  

関連計画や重点施策との整合性、町民ニーズ等を踏まえ、人口等の
社会環境の変化や財政状況、費用対効果を勘案し、必要なサービスの
水準を確保しつつ施設総量の適正化を推進します。 

視点１ 

供給量の適正化 

課題３． 
厳しさを増す財政状況への対応 

老朽化の状況や利用実態及び需要の見通しを踏まえ、今後も継続

していく必要がある施設については、計画的な修繕・改善による施

設の品質の保持や機能の改善に努め、施設の長寿命化を推進し、「既

存施設の有効活用」を図ります。 

① 予防保全の推進  
日常点検、定期点検を実施し、劣化状況の把握に努めるとともに、

点検結果を踏まえた修繕や小規模改修の実施により予防保全に努めま
す。 

 
② 計画的な長寿命化の推進  

 建築年代の古い施設については大規模改修の検討と併せ、長期的な
修繕計画の策定や点検等の強化などにより、計画的・適切な維持管理
を推進し、必要に応じて施設の長寿命化を推進します。 

視点２ 

既存施設の有効活用 

情報の一元管理や共有を図るための管理システムの構築、公共施
設の将来の維持管理費用を平準化し、全庁的な推進体制の確立及び
民間活力の導入の検討などにより、「効率的な管理・運営」を推進
します。 

① 維持管理費用の適正化  
 現状の維持管理にかかる費用や需要等の費用対効果を分析し、維持
管理費用や施設利用料等の適正化を図ります。 

 
② 長期的費用の縮減と平準化  

大規模改修・建替え等の費用の縮減と更新時期の集中化を避けるこ
とにより、財政支出の縮減と平準化を図ります。 

 
③ 民間活力の導入  

 指定管理者制度をはじめ民間活力の導入などの手法を活用し、施設
の整備や管理・運営における官民の連携を図り、財政負担の軽減と行
政サービスの維持・向上を図ります。 

視点３ 

効率的な管理・運営 

「供給」に関する基本方針 

「財務」に関する基本方針 

「品質」に関する基本方針 

現状や課題に関する基本認識を踏まえつつ、人口構成の変化に伴う町民ニーズの変化に対応しながら、全庁的かつ長期
的な視点に基づき、公共施設の適切な管理・運営、安全で快適な利用環境を実現するため、下記に示す「3 つの視点」を
重視し、町民が必要とする行政サービスの維持・向上を図ることを基本方針とします。 
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